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JSG ニュースレター 

<Tax-2> 

経済部が中小企業の租税優遇関連規定の改正を予告 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

経済部は以下の改正を予告しました。また、中小企業の租税優遇措置の必要性と

緊急性を考慮し、予告期間は 7 日間としています（予告終了日 11 月 13 日）。 

◼ 「中小企業認定標準」 

◼ 「中小企業の研究開発支出投資控除適用弁法」（中国語：中小企業研

究發展支出適用投資抵減辦法） 

◼ 「中小企業が従業員を新規雇用した場合の給与支給金額にかかる割増控除

弁法」（中国語：中小企業增僱員工薪資費用加成減除辦法） 

◼ 「中小企業の従業員の給与引き上げにかかる支給金額の割増控除弁法」

（中国語：中小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法） 

今般の改正のポイントは以下のとおりです。 

一、「中小企業認定基準」 

中小企業発展条例第 2 条の改正に合わせて、組織の定義にリミテッド・パートナーシ

ップが新たに追加されました。 
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二、「中小企業の研究開発支出投資控除適用弁法」 

改正条文 改正内容 

第 4 条 

中小企業が法に基づきリミテッド・パートナーシップとして登記を

行っている場合、研究開発支出に対する投資控除が適用でき

る点を明文化。 

第 5 条 

研究開発に専門に従事するフルタイムスタッフの専門知識を向

上させるための教育訓練費用について、研究開発支出にかか

る投資控除が適用できる旨を新たに定めた。 

第 7 条 教育訓練の定義および範囲を明文化。 

第 8 条 

研究開発支出または費用と認められないものを規定。例：研

究開発機関の行政管理費用、経常的な資料収集にかかる

支出、検査にかかる支出、市場開発活動にかかる支出。 

第 15 条 

教育訓練費用の添付資料として、教育訓練項目の明細、訓

練参加者名簿、実施状況に関する資料を提出する旨の規定

を追加。 

現行第 16 条 

（削除） 

中小企業発展条例第 36 条の 3 において租税優遇を重複し

て享受できないことがすでに明記されているため、現行の弁法の

第 16 条を削除。 

第 19 条 
本弁法の施行期間を 2024 年 1 月 1 日から 2033 年 12 月

31 日までと規定。 

 

三、「中小企業が従業員を新規雇用した場合の給与支給金額にかかる割増控除弁

法」 

改正条文 改正内容 

第 1 条 
改正弁法の制定根拠は、中小企業発展条例第 36 条の 2 第

三項とする。 

第 2 条 一般従業員および経常的給与の定義を明文化。 

第 3 条 

24 歳以下または 65 歳以上の台湾籍の一般従業員を新規

雇用する場合、営利事業所得額からの控除率を 200％とでき

る旨改正。 

第 4 条 
新規雇用する台湾籍従業員の対象及び計算基準を改正し、

用語として「給与」を「最低賃金」に改正。 

第 5 条 本弁法の租税優遇の適用申請ができない要件を改正。 

第 6 条 本弁法の適用申請にかかる添付資料を明記。 

現行第 8 条 

（削除） 

税務調査徴収法（中国語：税捐稽徵法）第 48 条第二項

において、違反行為が重大である場合は財政部に通知し、優

遇措置を停止し、回収しなければならないことがすでに定めら

れているため、現行弁法の第 8 条を削除。 

第 8 条 

中小企業が虚偽の申告をした場合のペナルティ規定を追加。

（所得税法の脱漏および税務調査徴収法の租税優遇措置

の停止に関する規定により処理する）。 

現行第 9 条 

（削除） 

中小企業発展条例第 36 条の 2 において、「景気が一定の値

まで達した状況下において」という要件がすでに削除済みのた

め、現行第 9 条を削除。 



第 9 条 
本弁法の施行期間を 2024 年 1 月 1 から 2033 年 12 月 31

日までと規定。 

 

四、「中小企業の従業員の給与引き上げにかかる支給金額の割増控除弁法」 

改正条文 改正内容 

第 1 条 
改正弁法の制定根拠は、中小企業発展条例第 36 条の 2 第

三項とする。 

第 2 条 
一般従業員、経常的給与および平均給与水準の定義を改

正。 

第 3 条 
用語として「給与」を「最低賃金」に改正。また、本弁法適用に

よる営利事業所得額の控除率を 175％に改正。 

第 4 条 本弁法の租税優遇適用申請にかかる要件を明文化。 

第 5 条 本弁法の租税優遇の適用申請ができない要件を改正。 

第 6 条 本弁法を適用申請にかかる添付資料を明記。 

現行第 8 条 

税務調査徴収法第 48 条第二項において違反行為が重大で

ある場合は財政部に通知し、優遇措置を停止し、回収しなけ

ればならないことがすでに定められているため、現行弁法の第 8

条を削除。 

第 8 条 

中小企業が虚偽の申告をした場合のペナルティ規定を追加。

（所得税法の脱漏および税務調査徴収法の租税優遇措置

の停止に関する規定により処理する）。 

第 9 条 
本弁法の施行期間を 2024 年 1 月 1 日から 2033 年 12 月

31 日までと規定。 

 

*中小企業とは、中小企業発展条例第 2 条及び中小企業認定標準第 2 条に基づ

き、「法に依り、会社、リミテッド・パートナーシップ、又は商業登記を行っている、払込資

本金額が新台湾ドル 1 億元以下、または経常的に雇用する従業員が 200 人に満た

ない事業」を指します。 

勤業衆信の見解 

中小企業の人材ニーズの多様化や国内の雇用人口構造の変化を踏まえ、中小企

業発展条例の改正が行われました。これにより、新規雇用を行った場合の支払給与の

割増控除について、新規雇用の対象が拡大されました。現行の 24 歳以下の若年層に

加え、65 歳以上の台湾籍従業員も対象となり、支払給与の割増控除率が 200％に

引き上げられました。また、従業員の給与引き上げにかかる支払給与の割増控除率に

ついては、一律 175％に引き上げられました。また、中小企業がフルタイムの研究開発

人材の育成に資源を投入することを奨励するため、研究開発にかかる専門知識の教

育訓練費用が研究開発投資控除の適用対象に追加されました。 

これらの規定の適用期間は 2024 年 1 月 1 日から 2033 年 12 月 31 日までであ

り、中小企業は 2024 年度から改正後の租税優遇を適用することができます。会計年

度が 12 月決算ではなく、2023 年度の会計年度に 2024 年の一部が含まれる場合

は、経過措置の申請規定が定められており、弁法の公布日から 6 か月以内において当

該租税優遇の適用申請ができるとしています。  
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